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事 務 所 だ よ り  

 
 

平成３１年２月号 

 

～平成 30年 10月 1日より随時改定でも新たに利用できるようになりました！～ 

 

 社会保険の定時決定（算定基礎）には、通常の方法で算出

した標準報酬額と年間平均で算出した標準報酬月額の間に 2

等級以上の差が生じた場合であって、この 2等級以上の差が

業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、被

保険者が同意をもって保険者算定として年間平均で算出し

た標準報酬月額を採用する方法（いわゆる「年間平均」）が

適用できることになっています。 

 これまで年間平均は算定基礎のみの取扱いでしたが、平成 30年 10月 1日より、

新たに通達「「健康保険法および厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定

および随時改定の取扱いについて」の一部改正について」が発出され、随時改定（月

額変更）にも年間平均が利用できることとなりました。 

 具体的な取扱いは以下のとおりになっています。 

 3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額（通常の随時改定の計算方法により算出した標準報

酬月額）と、昇給月または降給月以後の継続した 3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月ま

たは降給月前の継続した 9ヶ月および昇給月または降給月以後の継続した 3ヶ月の間に受けた非固定的

賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額（年間平均額から算出した標準報酬月額）との間

に２等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の

標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に 1等級以上の差がある場合は、保険者算

定の対象とすること。 

対象となる場合は、下記の書類（申立書及び同意書）を月額変更届と一緒に提出してください。 

① （様式 1）月額変更届に年間報酬の平均で算定することの申立書（随時改定用） 

② （様式 2）被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び

被保険者の同意等（随時改定用） 

を添付してください。 

※上記の書類は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。 

 

[ワンポイントアドバイス] 

 改定月の初日から起算して 60日経過した後に届出をする場合、または標準報酬月額が大幅

に下がる場合、賃金台帳と出勤簿の写しが必要です。（※被保険者が法人の役員以外の場合） 
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お遍路にて～第 145回～ 

働き方改革シリーズ（２）時間外労働・休日労働について 

一 原則   労基法第３２条 

１週４０時間以内 かつ １日８時間以内 これを超えて労働させてはならないという原則 

違反した場合  ６ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金（労基法第１１９条） 

二 例外   労基法第３６条  時間外労働及び休日労働に関する労使協定（３６協定） 

過半数を代表する労働者代表と労使協定を締結⇒労基署へ届出と社内への周知 ⇒免罰効果により 

時間外労働が可能  

月４５時間以内 かつ 年間３６０時間以内（法定外休日労働は含むが法定休日労働は含まない） 

（１年単位の変形労働時間制の場合、月４２時間以内かつ年間３２０時間以内） 

法定休日労働とは週１日または４週に４日の休日のことで、それ以外の休日は法定外休日       

では、何時間の残業がさせられるか？  （例） 日曜＝法定休日  祝日・土曜＝法定外休日 

改正労基法第 32条 6項 大企業今年 4月 1日、中小来年 4月 1日、以降に締結された 36協定（1年間）の

起算日から適用 

単月１００時間未満（法定休日労働含む） 

２～６ヶ月のいずれも平均８０時間以内（法定休日労働含む）      

              ↓ これに規制される 

１月 月 45時間（通常の時間外労働＋法定外休日労働）＋法定休日 54時間 59分＝100時間未満 

２月 月 45時間（ 〃 ）＋法定休日 15時間＝60時間（２ヶ月平均 80時間以内） 

３月 月 45時間（ 〃 ）＋法定休日 35時間＝80時間（３ヶ月平均 80時間以内） 

４月 月 45時間（ 〃 ）＋法定休日 25時間＝70時間（４ヶ月平均 77.5時間） 

５月 月 45時間（ 〃 ）＋法定休日 45時間＝90時間（５ヶ月平均 80時間以内） 

このように計算しますが、①１月の前月についても複数月平均 80時間以内を検討する必要がありますので、

1月を 80時間を超える場合は前月 12月の上限は 60時間が限度になります。 

上記をまとめると、どんなに長くても残業させられるのは月 100時間未満まで 

月 80 時間を超える場合（例 90 時間）は、前月は 70 時間まで、翌月も 70 時間までが限度（複数月平均 80

時間の規制） 

バーゲンセールや催事、決算など通年残業が多いと見込まれる場合には、この方法を取って時間管理をし

て下さい。 

三 例外の例外 改正労基法第３２条５項 

臨時的な特別の事情がある場合に特別条項付３６協定締結することで、     

  単月 100時間未満（法定休日労働含む） かつ年間 720時間以内（法定休日労働を含まない） かつ月

45時間（法定休日労働を含めない）を超える月は年６回が限度 

  1ヶ月 100時間未満（法定休日労働含む）、 

２～６ヶ月のいずれも平均 80時間以内（法定休日労働含む） 

年間 720時間は法定休日含めないので、結果的に月 80時間×12で年間 960時間が上限 

 

但し、長時間労働による過労死ラインは、死亡する直前 1 ヶ月 100 時間、2～6 ヶ月平均 80 時間です。

過労死認定は、会社が把握している出退勤記録に加えパソコンのログイン・アウト時刻

や帰宅途中のコンビニのレシートなど周辺事情から推定されますので、従業員様の健康

管理に十分に配慮して長時間労働を軽減する事が、会社を守ることになります。 


